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福島県市町村生活交通対策事業補助金交付要綱 

 

 

   第１章 総  則 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、地域住民の日常生活に必要な生活交通の確保を図るため、地域の実情に即

し主体的に生活交通対策事業を行う市町村に対し、当該事業にかかる経費について、福

島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下「規則」

という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）市町村生活交通路線 

道路運送法(昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。)第４条に規定する許

可または法第７９条に規定する登録を受けた路線のうち、知事が第７条及び第１２条

の規定により指定したものをいう。 

（２）交通事業者 

乗合バス事業等（法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。）

を経営する者をいう。 

（３）関係団体 

   次に掲げる者をいう。 

ア 商工会議所（商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）） 

イ 商工会（商工会法（昭和３５年法律第８９号）） 

ウ 特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）） 

エ 社会福祉協議会（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）） 

オ その他市町村が生活交通対策事業を要請するのに適当と認めた団体 

（４）市町村直営生活交通対策事業（以下「直営事業」という。） 

市町村が法第７９条第１項に規定する登録を受けて行う市町村運営有償運送事業を

いう。 

（５）市町村委託生活交通対策事業（以下「委託事業」という。） 

   市町村が交通事業者に委託して行う乗合事業をいう。 

（６）市町村が生活交通対策事業を関係団体に要請して行う事業（以下「要請事業」とい

う。） 

    市町村が関係団体に要請して行うデマンド型乗合タクシー事業をいう。 

（７）その他知事が必要と認める事業（以下「その他の事業」という。） 

      知事が地域の実情を考慮し、生活交通の確保のために必要と認める事業をいう。 

（８）運送収入 

第１５条に規定する補助対象期間における別表１に掲げる収入（運賃の減免等があ

る場合は、｢一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度の全部改正につ

いて｣（平成１３年１２月５日付け国自旅第１１８号国土交通省自動車交通局長から運

輸局長あて通知）に基づく運賃の割引を除き、当該減免等の額は運賃収入とみなす。）

をいう。 

（９）運送費用 
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   第１５条に規定する補助対象期間における別表１に掲げる費用をいう。 

（10）収支率 

補助事業に係る運送収入の合計額を、運送費用の合計額で除し100を乗じて得られた

率をいう。 

（11）路線収支率 

第３条第１号、第２号及び第４号に規定する補助事業の路線収支率は、第７条の規

定により指定を受けた市町村生活交通路線ごとの運送収入を運送費用で除し100を乗

じて得られた率をいう。 

（12）補助金の種類 

   市町村が実施する生活交通対策事業に係る別表１に掲げる補助金をいう。 

   

  （補助事業） 

第３条 補助事業は次に掲げる事業（交付決定前に着手又は完了した事業を含む。）とする。

（１）直営事業 

（２）委託事業 

（３）要請事業 

（４）その他の事業 

 

 （補助対象事業者） 

第４条 補助対象事業者は、補助事業を行う次の各号のいずれにも該当する市町村とする。

（１）第２条第１項第１０号に規定する収支率が１００％未満の市町村 

（２）前年度の財政力指数が１．０未満の市町村 

２ 新たに直営事業を行う市町村は、車両購入費補助金及び施設整備費補助金については、

前項（１）の規定を適用しない。 

 

 

   第２章 市町村生活交通（特別指定）路線及び要請事業の指定等 

     

 （直営事業及び委託事業における市町村生活交通（特別指定）路線の指定申請） 

第５条 市町村は、直営事業及び委託事業において、市町村生活交通路線の指定を受けよ

うとするときは、運行を開始しようとする日の１月前までに市町村生活交通路線指定申

請書（第１号様式）を知事に提出するものとする。 

２ 市町村は、市町村生活交通路線について、運行の効率化、利便性の向上又は利用客の

増加を図るため、地域実情に応じた創意工夫や新たな取組みを行おうとするときは、事

業を開始しようとする日の１月前までに市町村生活交通路線特別指定申請書（第１号の

２様式）を知事に提出するものとする。 

 

 （市町村生活交通（特別指定）路線の変更申請） 

第６条 市町村は、直営事業及び委託事業において、市町村生活交通（特別指定）路線を

変更しようとするときは、変更しようとする日の２週間前までに市町村生活交通（特別

指定）路線変更申請書（第１号の３様式）を知事に提出するものとする。 

 

 （市町村生活交通（特別指定）路線の指定・変更） 

第７条 知事は、第５条第１項及び前条の規定による申請に係る路線について、地域の生

活交通の確保のため必要であると認めるときは、市町村生活交通路線として指定し、又

は指定の変更を行うものとする。 
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２ 知事は、第５条第２項及び前条の規定による申請に係る路線について、運行の効率化、

利便性の向上又は利用客の増加が見込まれ、モデル的・先駆的取組みであると認めると

きは、３年間に限り市町村生活交通特別指定路線として指定し、又は指定の変更を行う

ものとする。 

３ 知事は、前２項の指定又は指定の変更を行ったときは、市町村生活交通（特別指定）

路線指定通知書（第２号様式又は第２号の２様式）又は市町村生活交通（特別指定）路

線指定変更通知書（第２号の３様式）により申請者に通知するものとする。 

 

 （市町村生活交通（特別指定）路線の廃止） 

第８条 市町村は、市町村生活交通（特別指定）路線を廃止しようとするときは、廃止し

ようとする日の２週間前までに市町村生活交通（特別指定）路線廃止届出書（第３号様

式）を知事に提出するものとする。 

 

 （市町村生活交通（特別指定）路線の指定の取消し） 

第９条 知事は、前条の規定による市町村生活交通（特別指定）路線の廃止届出があった

とき及び市町村生活交通（特別指定）路線として不適当と認めるときは、その指定を取

り消すものとする。 

 

  （要請事業の指定申請） 

第10条 市町村は、要請事業を行うときは、事業を開始しようとする日の１月前までに市

町村生活交通対策事業要請事業指定申請書（第４号様式）を次に掲げる書類を添えて知

事に提出するものとする。 

（１）関係団体の補助事業に係る収支予算書 

（２）市町村の補助事業に係る収支予算書 

 

  （要請事業の指定変更） 

第11条 市町村は、要請事業の内容を変更しようとするときは、変更しようとする日の２

週間前までに市町村生活交通対策事業要請事業指定変更申請書（第４号の２様式）を知

事に提出するものとする。 

 

  （要請事業の指定・変更） 

第12条 知事は、第１０条及び前条の規定による申請に係る事業について、地域の生活交

通の確保のため必要であると認めるときは、市町村生活交通対策事業として指定し、市

町村生活交通対策事業要請事業指定通知書（第５号様式）又は市町村生活交通対策事業

要請事業指定変更通知書（第５号の２様式）により申請者に通知するものとする。 

 

 （要請事業の廃止） 

第13条 市町村は、要請事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の２週間前

までに市町村生活交通対策事業要請事業廃止届出書（第６号様式）を知事に提出するも

のとする。 

 

  （要請事業の指定の取消し） 

第14条 知事は、前条の規定による市町村生活交通対策事業要請事業の廃止届出があった

とき及び市町村生活交通対策事業要請事業として不適当と認めるときは、その指定を取

り消すものとする。 

 



4 

 

      第３章 運行費補助金 

 

 （補助対象期間） 

第15条 運行費に係る補助対象期間は、別表１のとおりとする。 

 

 （補助対象経費の額） 

第16条  運行費に係る補助対象経費の額は、別表１のとおりとする。 

２ 補助対象事業者が消費税及び地方消費税の納税者であり、消費税及び地方消費税の納

税に当たり課税仕入れ税額控除を行った場合は、前項の補助対象経費から、補助金に係

る消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額しなければならない。ただし、申請時にお

いて当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、その限り

ではない。 

３ 前項ただし書の規定において、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確

定した場合には速やかに知事に報告しなければならない。 

４ 前項の報告があった場合、知事は、補助対象事業者に対して当該消費税及び地方消費

税仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。 

 

 （補助率） 

第17条 第３条に規定する補助事業の運行費補助金に係る補助率は、別表２に掲げる区分

に応じた補助率を適用する。 

 

 （補助金の交付額） 

第18条 補助金の交付額は、別表１のとおりとし、知事が定める額とする。ただし、市町

村生活交通路線ごとの補助金交付予定額が１０万円未満となる路線は、交付しない。 

２ 第７条第２項の規定による市町村生活交通特別指定路線の補助金の交付額は、路線毎

の補助対象経費の額の１／６に相当する額以内において知事が定める額とし、前項の補

助金の交付額に加算する。 

 

（インセンティブ加算） 

第18条の２ 直営事業及び委託事業にあっては、第３条に規定する補助事業の補助対象期

間における収支率が、前年度補助対象期間の収支率を一定基準上回る場合は、別表２－

２に掲げる率を前条第１項の補助金の交付額に乗じて得られた額を加算する。 

２ 前項により算定される加算額は、千円未満を切り捨てた額とする。 

 

 （申請書の様式等） 

第19条 規則第４条第１項に規定する申請書の様式は、直営事業及び委託事業にあっては

第７号様式、要請事業にあっては第７号の２様式によるものとし、その提出期限は、別

表１のとおりとする。 

２ 規則第４条第２項第１号に規定する補助事業に係る収支予算書は、添付を要しないも

のとする。 

３ 規則第４条第２項第２号に規定するその他別に定める書類は、次に掲げるものとする。 

（１）直営事業の場合 

  ア 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書 

（２）委託事業の場合 

  ア 委託先からの経費請求書等の写し 



5 

  イ 請求額の積算内訳を記載した書類 

（３）要請事業 

    ア 補助対象期間における関係団体の損益の積算内訳を記載した損益計算書 

    イ 市町村が関係団体に補助する額の積算根拠を記載した書類 

 

 （変更等の承認申請） 

第20条 要請事業について、規則第６条第１項の規定に基づき知事の承認を受けようとす

るときは、運行費補助事業変更承認申請書（第８号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

  （概算払） 

第21条 知事は、要請事業において必要があると認めるときは、概算払の方法により補助

金を交付することができる。 

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、市町村生活交通対策事

業運行費補助金概算払請求書（第９号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

  （完了報告） 

第22条 補助対象事業者は、前条により補助金の概算払を受け、事業が完了したときは補

助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日までに市町村生活交通対策事業運

行費補助事業完了報告書（第１０号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第23条 規則第１３条に規定する実績報告は、直営事業及び委託事業にあっては、規則第

４条第１項に規定する申請書（第７号様式）と兼用する。要請事業にあっては、市町村

生活交通対策事業運行費補助事業実績報告書（第１１号様式）により、補助事業が完了

した日から起算して２０日までに行わなければならない。 

 

 （会計帳簿等の整備等） 

第24条 補助金の交付を受けた市町村は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区

分した帳簿を整え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 市町村は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の

属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

 （申請を取り下げることのできる期日） 

第25条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日

から１０日とする。 

 

  （補則） 

第26条 その他の事業の取扱いについては、別に定めるものとする。 

 

 

   第４章  車両購入費補助金 

 

 （補助対象車両） 

第27条 補助対象車両は、市町村生活交通路線の運行の用に供する車両とする。なお、低

 床型バス車両については、地上から車両の床面までの地上高が６５㎝以下の車両であっ
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 て、ノンステップ型若しくはワンステップ型スロープ付き又はリフト付き車両とする。 

 

 （補助対象経費の額） 

第28条 車両購入費に係る補助対象経費の額は、１両につき次のいずれか少ない方の額を

 限度とする。 

  ア 低床型バス車両については、１，２００万円（消費税を除く）から備忘価額とし

   て１円を控除した額、それ以外の車両については、８００万円（消費税を除く）か

   ら備忘価額として１円を控除した額 

  イ 実購入費（消費税を除く）から備忘価額として１円を控除した額 

 

 （補助金の交付額） 

第29条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の１／２以内において知事が定める額とす

 る。 

 

 （申請書の様式等） 

第30条 規則第４条第１項に規定する申請書の様式は、第１２号様式によるものとし、そ

 の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の１１月２０日とする。 

２ 規則第４条第２項第１号に規定する補助事業に係る収支予算書は、添付を要しないも

 のとする。 

 

 （変更等の承認申請） 

第31条 規則第６条第１項又は第２項の規定に基づき知事の承認を受けようとするときは、 

 事業変更（中止・廃止）承認申請書（第１３号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 （補助対象車両購入の完了期限） 

第32条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の３月１０日までに

 補助対象車両の購入を完了するものとする。 

 

 （実績報告） 

第33条 規則第１３条に規定する実績報告は、市町村生活交通対策事業車両購入費等補助

 事業実績報告書（第１４号様式）により、補助事業が完了した日（交付決定前に事業が

 完了した場合においては、交付の決定を受けた日）から起算して２０日以内、又は補助

 金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに行わなけれ

 ばならない。 

 

 （財産の処分の制限） 

第34条 規則第１８条第１項ただし書きに規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐

 用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間とする。 

 

 （準用） 

第35条 第２４条及び第２５条の規定は、本章の補助について準用する。 

 

 

   第５章 施設整備費補助金 

 

 （補助対象施設） 
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第36条 補助対象施設は、補助事業に係る次に掲げる施設とする。 

  ア 車庫、停留所施設、旅客待合所 

  イ その他当該路線の運行に必要な施設 

 

 （補助対象経費の額） 

第37条 施設整備費に係る補助対象経費の額は、補助対象施設の整備に要する額（用地取

 得費を除く）とし、次のいずれか少ない方の額を限度とする。 

ア ２５０万円（消費税を除く）から備忘価額として１円を控除した額 

イ 実費（消費税を除く）から備忘価額として１円を控除した額 

 

 （補助金の交付額） 

第38条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の１／２以内において知事が定める額とす

 る。 

 

 （申請書の様式等） 

第39条 規則第４条第１項に規定する申請書の様式は、第１５号様式によるものとし、そ

 の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の１１月２０日とする。 

２ 規則第４条第２項第１号に規定する補助事業に係る収支予算書は、添付を要しないも

 のとする。 

 

 （補助対象施設整備の完了期限） 

第40条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の３月１０日までに

 補助対象施設の整備を完了するものとする。 

 

 （実績報告） 

第41条 規則第１３条に規定する実績報告は、市町村生活交通対策事業車両購入費等補助

 事業実績報告書（第１４号様式）により、補助事業が完了した日（交付決定前に事業が

 完了した場合においては、交付の決定を受けた日）から起算して２０日以内、又は補助

 金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに行わなけれ

 ばならない。 

 

 （準用） 

第42条 第２４条、第２５条、第３１条及び第３４条の規定は、本章の補助について準用

する。 

 

 

第６章 災害代替運行費補助金 

 

（趣 旨） 

第43条   第１章及び第２章の規定に関わらず、県は、自然災害により既存のバス路線が運

行不能となり、地域住民の生活に支障を来たす恐れがある場合に市町村が主体となり地

域住民の日常生活に必要な生活交通を確保するために実施する新たな事業について、予

算の範囲内で補助金を交付する。 

 

 （定 義） 

第44条  この章において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 
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（１）災害代替事業 

災害発生により既存の市町村生活交通路線や交通事業者により運行されるバス路線

の全部又は一部の区間が運休となった場合の代替手段として、法の規定に基づき市町

村が主体となり地域住民の日常生活に必要な生活交通を確保するために新たに実施す

る事業をいう。 

（２）災害代替直営事業 

   災害代替事業として、市町村が行う市町村運営バス運行事業をいう。 

（３）災害代替委託事業 

   災害代替事業として、市町村が交通事業者に委託して行う乗合事業をいう。 

（４）災害代替要請事業 

   災害代替事業として、市町村が関係団体に要請して行うデマンド型乗合タクシー事

業をいう。 

（５）災害代替事業に係る運送収入 

   別表１中、補助事業「直営事業」、「委託事業」、「要請事業」をそれぞれ「災害

代替直営事業」、「災害代替委託事業」、「災害代替要請事業」に読み替える。 

（６）災害代替事業に係る運送費用 

   別表１中、補助事業の「直営事業」、「委託事業」、「要請事業」をそれぞれ「災

害代替直営事業」、「災害代替委託事業」、「災害代替要請事業」に読み替える。 

 

 （補助対象者） 

第45条   災害代替事業を実施する第４条第１項第２号に規定する市町村とする。 

 

（補助対象事業） 

第46条  補助対象事業は次に掲げる災害代替事業とする。 

（１）災害代替直営事業 

（２）災害代替委託事業 

（３）災害代替要請事業 

 

 （補助対象期間） 

第47条   補助対象期間は、災害代替事業が終了するまでの期間とし、３年を越えない期間

とする。 

 

 （補助対象経費の額） 

第48条   災害代替事業に係る補助対象経費の額は、補助金の交付を受けようとする会計年

度中に発生した経費とし、次の各号のとおりとする。 

（１）災害代替直営事業及び災害代替委託事業は、運送費用から運送収入を差し引いた額

とする。 

（２）災害代替要請事業は、市町村が要請する関係団体に補助する額と関係団体における

事業の運送費用と運送収入を差し引いた額のいずれか少ない額とする。 

 

 （補助率） 

第49条  第４６条に規定する補助対象事業に対する補助率は別表２－３のとおりとする。 

 

 （補助金の交付額） 

第50条   補助金の交付額は、補助金の交付を受けようとする会計年度における災害代替事

業ごとの補助対象経費の額に補助率を乗じた千円未満を切り捨てた額とする。ただし、



9 

補助対象者ごとの補助金の交付額の合計額が１００千円未満となる場合は交付しない。 

２ 災害代替事業が複数年度にまたがる場合又はまたがることが予想される場合は、各年

度における補助金の交付額は、補助金の交付を受けようとする会計年度の９月３０日を

末日とする１年間における補助対象経費の額に補助率を乗じた千円未満を切り捨てた額

とする。 

３ 前２項の規定に関わらず知事が特に必要と認める場合は、補助対象経費の額の算定期

間を変更することができる。 

 

 （事業開始の届出） 

第51条   災害代替事業を実施しようとする市町村は、災害代替事業実施届出書兼事業計画

書（第１６号様式）を速やかに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金交付申請書） 

第52条   規則第４条第１項の規定により災害代替事業について、補助金の交付を受けよう

とする市町村は、災害代替運行費補助金交付申請書（第１７号様式）を知事が別に定め

る日までに提出しなければならない。 

２ 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

 ア 災害代替直営事業については、補助対象期間における損益計算書 

 イ 災害代替委託事業については、補助対象期間における委託先からの請求書及びその

内訳書類等 

 ウ 災害代替要請事業については、補助対象期間における関係団体の損益計算書及び市

町村が関係団体に補助する額の積算根拠を記載した書類等  

３ 災害代替事業が複数年にまたがる場合は、前項の規定に基づき「補助対象期間」を「補

助金の交付を受けようとする会計年度」に読み替え適用する。 

 

 （変更の承認） 

第53条   規則第６条第１項に規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、災害代替

事業変更（中止・廃止）承認申請書（第１８号様式）を速やかに知事に提出しなければ

ならない。 

 

 （事業終了の報告） 

第54条   災害代替事業が終了したときは、市町村は、災害代替事業終了報告書（第１９号

様式）を速やかに知事に提出しなければならない。 

２ 災害代替事業が複数年にまたがる場合は、前項の規定に基づき補助金の交付を受けよ

うとする会計年度の計画事業が終了後に速やかに災害代替事業終了報告書（第１９号様

式）を提出しなければならない。 

  

 （実績報告書及び補助金の請求） 

第55条   規則第１３条に規定する実績報告書は、災害代替事業実績報告書兼運行費補助金

交付請求書（第２０号様式）により、災害代替事業が終了した日から起算して２０日以

内に行わなければならない。 

２ 災害代替事業が複数年にまたがる場合の実績報告は、補助金の交付を受けようとする

会計年度の計画事業が終了した日から起算して２０日以内に災害代替事業実績報告書兼

運行費補助金交付請求書（第２０号様式）により、行わなければならない。 
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（準 用） 

第56条   第２４条及び第２５条の規定は、本章の補助について準用する。 

 

 

 

   

   附 則                                                                    

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行し、平成１５年度分の補助金から適用する。 

２ 「福島県市町村生活バス補助金交付要綱」（平成７年１２月２２日）は廃止する。 

３ 「福島県市町村生活バス補助金交付要綱」（平成７年１２月２２日）第６条第１項の規定

により、知事が市町村生活バス路線として指定し、又は指定の変更を行った路線について

は、前項の規定にかかわらず、本要綱第６条第１項の規定により、知事が市町村生活交通

路線として指定した路線とみなす。                                

４ 平成１５年６月３０日までに第４条第１項又は第２項、第５条及び第７条の規定による

 申請書又は届出書を提出する必要がある場合は、同項に定める提出期限にかかわらず、で

 きる限り速やかに提出するものとし、その適用は平成１４年１０月１日まで遡ることがで

 きることとする。 

    附  則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度分の補助金から適用する。 

２ 「福島県市町村生活交通対策事業補助金交付要綱」（平成１５年４月１日）第６条第１項

の規定により、知事が市町村生活交通路線として指定し、又は指定の変更を行った路線に

ついては、本要綱第７条第１項の規定により、知事が市町村生活交通路線として指定した

路線とみなす。 

３ 平成１８年４月１日までに第１０条及び第１１条の規定による申請書を提出する必要が

 ある場合は、同項に定める提出期限にかかわらず、できる限り速やかに提出するものとし、

 その適用は平成１７年１０月１日まで遡ることができることとする。 

      附 則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度分の補助金から適用する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成１９年５月８日から施行し、平成１９年度分の補助金から適用する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度分の補助金から適用する。 

２ 本要綱の改正により直営事業及び委託事業において、第１８条及び第１８条の２に規定

する補助金の交付額が旧要綱(平成１９年５月８日施行)の規定に基づき算定された補助金

額と比較して2,500千円以上下回る場合は、平成２１年度に限り、別に知事が定める方法に

より緩和措置を講じる。 

      附 則 

１ この要綱は、平成２２年１０月１４日から施行し、平成２２年度分の補助金から適用す

る。 

     附 則 

１ この要綱は、平成３０年８月１０日から施行し、平成３０年度分の補助金から適用する。 

２  本要綱の改正により第１８条第１項に規定する補助金交付予定額が１０万円未

満となる路線について、旧要綱（平成２２年１０月１４日施行）に規定する補助金

交付予定額が１０万円以上の路線である場合は、平成３０年度に限り、同項ただし

書の規定にかかわらず、補助金交付予定額が１０万円未満であっても補助金を交付

する。  
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別表１（第2条、第15条、第16条、第18条、第19条関係） 

 

       補助事業 

  項目 
直営事業 委託事業 要請事業 

運送収入 

（第２条関係） 

・運賃収入 

・運送雑収入の合計額 

・運賃収入 

・運送雑収入 

・営業外収入の合計額 

・ 利用料収入 

・広告料収入 

・雑収入の合計額 

運送費用 

（第２条関係） 

・運送に係る人件費 

・燃料油脂費 

・修繕費 

・固定資産償却費 

・保険料 

・施設使用料 

・施設賦課税 

・その他の経費 

の合計額 

・運送に係る人件費 

・燃料油脂費 

・修繕費 

・固定資産償却費 

・保険料 

・施設使用料 

・施設賦課税 

・その他の経費 

・一般管理費 

・営業外費用の合計額 

・車両借上料 

（運送に係る人件費含む） 

・オペレーター人件費

（保険料を含む） 

・システム保守費 

（リース料を含む） 

・システム通信費 

         

補助金の種類 

（第２条関係） 

運行費 

車両購入費 

施設整備費 

運行費 

車両購入費 

施設整備費 

運行費 

補助対象期間 

（第15条関係） 

補助金の交付を受けよ

うとする会計年度の９

月３０日を末日とする

１年間 

補助金の交付を受けよ

うとする会計年度の９

月３０日を末日とする

１年間 

補助金の交付を受けよ

うとする会計年度の３

月３１日を末日とする

１年間 

補助対象経費の

額 

（第16条関係） 

第７条の指定を受けた

市町村生活交通路線ご

とに算出した運送費用

と運送収入との差額 

第７条の指定を受けた

市町村生活交通路線ご

とに算出した運送費用

と運送収入との差額 

市町村が要請する関係

団体に補助する額と関

係団体における補助事

業の運送費用と運送収

入との差額を比較して

少ない方の額 

補助金の交付額 

（第18条関係） 

上記補助対象経費の額

に別表２に掲げる区分

に応じて補助率を乗じ

て得られた市町村生活

路線ごとの補助金額を

合計した金額（千円未

満切捨て） 

※ただし、市町村生活

交通路線ごとの補助金

が１００千円を下回る

路線は、交付しない 

上記補助対象経費の額

に別表２に掲げる区分

に応じて補助率を乗じ

て得られた市町村生活

交通路線ごとの補助金

額を合計した金額（千

円未満切捨て） 

※ただし、市町村生活

交通路線ごとの補助金

が１００千円を下回る

路線は、交付しない 

上記補助対象経費に別

表２に掲げる当区分に

応じて補助率を乗じて

得られた額（千円未満

切捨て） 

  

申請書提出期限 

（第19関係） 

補助金の交付を受けよ

うとする会計年度の 

１１月２０日 

補助金の交付を受けよ

うとする会計年度の 

１１月２０日 

補助金の交付を受けよ

うとする会計年度の 

１１月２０日 
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別表２（第17条関係） 

                                                             

区 分 

前年度の財政力指数 

0．4 未満 

前年度の財政力指数 

0．4 以上 1．0 未満 

当該年度の

路線収支率

40％以上 

当該年度の

路線収支率

40％未満 

当該年度の

路線収支率

40％以上 

当該年度の

路線収支率

40％未満 

過疎地域の 

市町村 
補助率   2/3    1/6    1/2    1/8  

区 分 

前年度の財政力指数 

0．4 未満 

前年度の財政力指数 

0．4 以上 1．0 未満 

当該年度の

路線収支率

55％以上 

当該年度の

路線収支率

55％未満 

当該年度の

路線収支率

55％以上 

当該年度の

路線収支率

55％未満 

過疎地域以外

の市町村 
補助率   1/4    1/16    1/6    1/24 

 

 備考  (1) 「前年度」とは補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度をいう。    

        (2)  「過疎地域の市町村」とは、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律

 第１５号。以下「新過疎法」という。）第２条第１項に該当する市町村及び過 

      疎地域活性化特別措置法（平成２年法律第１５号）第２条第１項に該当する市 

      町村（新過疎法第２条第１項に該当する市町村を除く。）とする。 

(3) 要請事業においては、上記「路線収支率」を「収支率」と読み替えるものと 

する。 

 

 

 

 

 

 

別表２－２（第18条の２関係） 

インセンティブ加算率  

区   分 

補助対象期間における収支率

が前年度補助対象期間の収支

率を３％以上５％未満上回る

場合   

補助対象期間における収支率

が前年度補助対象期間の収支

率を５％以上、上回る場合 

加算率 

 

５％ 

 

１０％ 

 

備考  補助対象期間における収支率（運送収入の合計を運送費用の合計で除し100を乗じ

て得られた率)が前年度補助対象期間における収支率を上回る場合は、上記区分に基

づき算出された額を補助金に加算する。 
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別表２－３（第49条関係） 

 

  災害代替事業に係る補助率 

区 分 前年度の財政力指数 補助率 

過疎地域以外の市町村 
0.4未満 １／２ 

0.4以上1.0未満 １／３ 

過疎地域の市町村 
0.4未満 ２／３ 

0.4以上1.0未満 １／２ 

   

 備考 （1）「前年度」とは補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度をいう。 

    （2）「過疎地域の市町村」とは、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第

１５号。）第２条第１項、第３３条第１号及び第２号に規定する市町村とする。 

      

 


